
 

議事（１）岩手県環境審議会会長の選任について 

 

 岩手県環境審議会条例第３条第１項の規定により、岩手県環境審議会の会長１名を置

くこととされており、その選出は委員の互選によることとなっています。 

 つきましては、互選の方法について、御意見をいただきたいので、別添様式に必要事

項を記入し、事務局あて御返送をお願いします。 
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